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新生活を狙った “訪問販売” トラブルに注意！

●吾妻郡消費生活センター　☎0279－75－1166　● 消費者ホットダイヤル＃188（土日もつながります）

行政相談開催日程
行政委員は都筑誠哉さんです。
行政相談では、
● 苦情や困っていることがあるが、どこに
相談してよいか分からない。

● 国などの行政機関に苦情や意見・要望を
言いたい。

● 手続きやサービスの制度や仕組みが分か
らない。
　 …などの相談に行政相談委員が応じます。
相談は無料で、秘密は厳守されます。

●令和５年度　行政相談開催日
開　催　日 開催時間

開設場所
月日（曜日） 開始 終了
４月13日（木）

午前９時 午前12時 役　場
２階会議室

６月 ８日（木）
８月10日（木）
12月14日（木）
２月 ８日（木）

※ 10月は、行政相談委員・人権擁護委員・民生児童委員に
よる合同相談会を開設する予定です。開催日程が決まり
ましたら改めてお知らせいたします。

《お問い合わせ先》　高山村役場　総務課　☎0279－26－7942（直通）
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国
民
年
金
は
、
日
本
に
住
む
20

歳
以
上
60
歳
未
満
の
す
べ
て
の
人

が
加
入
す
る
公
的
年
金
制
度
で
す
。

加
入
者（
被
保
険
者
）は
、
就
職
し

た
と
き
や
退
職
し
た
と
き
を
は
じ

め
、
次
の
よ
う
な
機
会
ご
と
に
届

け
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

第
１
号
被
保
険
者（
自
営
業
者

や
学
生
な
ど
）が
、

●
就
職
し
て
厚
生
年
金
や
共
済
組

合
に
加
入
し
た
と
き

　

↓
本
人
の
勤
務
す
る
事
業
所
が

年
金
事
務
所
へ
届
け
出
を
し

ま
す
。

●
結
婚
、
配
偶
者
の
就
職
、
本
人

の
収
入
減
な
ど
に
よ
り
、
第
２

号
被
保
険
者
で
あ
る
配
偶
者
の

扶
養
と
な
っ
た
と
き

　

↓
配
偶
者
の
勤
務
す
る
事
業
所

へ
提
出
し
ま
す
。
事
業
所
が

年
金
事
務
所
へ
届
け
出
を
し

ま
す
。

第
２
号
被
保
険
者（
会
社
員
や

公
務
員
な
ど
）が
、

●
退
職
し
た
と
き

　

↓
本
人
が
市
役
所
・
町
村
役
場

へ
届
け
出
を
し
ま
す
。

●
退
職
し
て
、
第
２
号
被
保
険
者

で
あ
る
配
偶
者
の
扶
養
と
な
っ

た
と
き

　

↓
配
偶
者
の
勤
務
す
る
事
業
所

へ
提
出
し
ま
す
。
事
業
所
が

年
金
事
務
所
へ
届
け
出
を
し

ま
す
。

　

第
３
号
被
保
険
者（
第
２
号
被

保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶

者
）が
、

●
就
職
し
て
厚
生
年
金
や
共
済
組

合
に
加
入
し
た
と
き

　

↓
本
人
の
勤
務
す
る
事
業
所
が

年
金
事
務
所
へ
届
け
出
を
し

ま
す
。

●
本
人
の
収
入
増
、
配
偶
者
の
退

職
、
離
婚
な
ど
に
よ
り
、
配
偶

者
の
扶
養
で
な
く
な
っ
た
と
き

　

↓
本
人
が
市
役
所
・
町
村
役
場

へ
届
け
出
を
し
ま
す
。

　

必
要
な
届
け
出
を
忘
れ
て
そ
の

ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
将
来
年
金

が
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
減
額

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

・
渋
川
年
金
事
務
所　

代
表

☎
０
２
７
９
・
２
２
・
１
６
１
４

事業主のみなさまへ
「労働保険の年度更新」のお知らせ

自動車税（種別割）は
５月31日（水）までに忘れずに！

国

民

年

金

information
くらしの情報

こ
ん
な
と
き

こ
ん
な
届
け
出
が

必
要
で
す

　令和５年度の労働保険の年度更新手続きに必要な
申告関係書類は、厚生労働省より申告手続き期間に
間に合うよう（令和５年５月末頃）各事業主様へ送付
されます。
　当該書類がお手元に届きましたら、「６月１日（木）
から７月10日（月）まで」の期間に申告・納付手続き
を完了していただきますようお願いいたします。
　（書面での手続きではなく「電子申請」を利用する
ことで、インターネット（e-Govサイト））を経由して
24時間いつでも手続きできます。）
　手続きが遅れますと、政府が労働保険料・一般拠
出金の額を決定し、さらに追徴金（労働保険料・一般
拠出金の10％）を課すことがありますのでご留意くだ
さい。

● 自動車税（種別割）は、スマートフォンアプリ
でも納税できます。

● 「地方税お支払サイト」から、クレジットカ
ードでも納税できます。

● コンビニエンスストアでも納税できます。
ご注意： 軽自動車税（種別割）は市町村税です。

納税場所等は市役所・町村役場税務
担当課へお尋ねください。

● 障害者手帳をお持ちの方で、障害の程度、自
動車の所有者など一定の条件を満たしている
場合には、申請により自動車税（種別割）が減
免になる場合があります。
・申請期限：５月31日（水）

《お問い合わせ先》

群馬労働局総務部労働保険徴収室
　☎027－896－4734
または最寄りの各労働基準監督
署・各公共職業安定所へ

《お問い合わせ先》

吾妻行政県税事務所
　☎0279－75－3300
または群馬県自動車税事務所
　☎027－263－4343
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○星図の説明
４月15日午後９時の高山村
の星空。
月初めの午後10時、月末の
午後８時頃にも同じ星空に
なります
(｢月｣を除く)

４月の星空

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
職
業
訓

練
に
興
味
が
あ
る
方
を
対
象
に

毎
月
職
業
訓
練
説
明
会
を
開
催

し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
支
給
要
件
を
満
た
せ

ば
、
月
10
万
円
の
生
活
支
援
の

給
付
金
を
受
け
な
が
ら
無
料
の

職
業
訓
練
が
受
講
で
き
ま
す
。

気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　
ラ
イ
ン
で
職
業
訓
練
の
ほ
か
、

面
接
会
や
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
の
情

報
も
配
信
中
で
す
。
ぜ
ひ
お
友

達
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
説
明
会
日
程

　

・
４
月
13
日（
木
）

　

・
５
月
11
日（
木
）

　

・
６
月
８
日（
木
）

●
時
間

　

午
後
１
時
30
分
〜
２
時
30
分

●
場
所

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
中
之
条

　

２
階
会
議
室

●
お
問
い
合
わ
せ

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
中
之
条（
☎

０
２
７
９
・
７
５
・
２
２
２
７
）

職
業
訓
練（
ハ
ロ
ト
レ
）

説
明
会

ID「@jwy1392w」

　

総
務
省
で
は
、
６
月
１
日
か
ら
10
日
ま
で

を
「
電
波
利
用
環
境
保
護
周
知
啓
発
強
化
期

間
」
と
し
て
、「
み
ん
な
知
っ
て
る
？
電
波
の

不
正
利
用
は
犯
罪
な
ん
だ
よ
！
」
を
ス
ロ
ー

ガ
ン
に
電
波
を
正
し
く
利
用
し
て
い
た
だ
く

た
め
の
周
知
・
啓
発
活
動
及
び
不
法
無
線
局

の
取
締
り
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

　

ル
ー
ル
を
守
ら
な
い
不
法
な
無
線
局
は
、

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
放
送
、
携
帯
電
話
な
ど
の

身
近
な
も
の
か
ら
、
警
察
・
消
防
・
救
急
用

無
線
な
ど
の
人
命
に
関
わ
る
重
要
な
無
線
に

対
し
て
混
信
・
妨
害
を
与
え
る
な
ど
、
私
た

ち
の
生
活
や
安
全
を
お
び
や
か
し
ま
す
。

　

安
全
で
豊
か
な
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
、

電
波
は
ル
ー
ル
を
守
り
、
正
し
く
使
い
ま
し

ょ
う
。

●
お
問
い
合
わ
せ
先

　

関
東
総
合
通
信
局

　

●
不
法
無
線
局
に
よ
る
混
信
・
妨
害

　
　

☎
０
３
・
６
２
３
８
・
１
９
３
９

●
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
受
信
障
が
い

　
　

☎
０
３
・
６
２
３
８
・
１
９
４
５

関
東
総
合
通
信
局
か
ら
の

お
知
ら
せ

《
電
波
の
３
つ
の
ル
ー
ル
》

①
無
線
機
器
を
使
用
の
際
は
「
技
適

マ
ー
ク
」
の
確
認
を
。

②
電
波
の
利
用
に
は
、
原
則
、
免
許

が
必
要
で
す
。

③
外
国
規
格
の
無
線
機
に
は
ご
注
意

を
。


